
ご担当者

－　　　　　－ご連絡先

貴社名

ご相談内容を簡単にご記入ください。

所在地

個別に協議　〃　５億円超

費用（税込）区　分

42,000円　〃　５億円以下

31,500円遺産額２億円以下

①　概算による自社株、出資持分評価
②　相続・事業承継対策の紹介
③　相続税の試算

自社株、出資持分評価　　１法人につき　52,500円

相続税額の試算　※ 相続対策の紹介の費用も含みます。

財産の種類、その他の状況により
個別に協議させて頂く場合がござ
います。

税務申告サービスも併せて行っております。

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。　　　　　　　　　　　　　
　

　相続税大増税時代の到来は、必至の状況と思われます。会社オーナーにとっ
ては事業承継への障壁となることでしょう。まずは、現状を把握することが対策
のスタートです。相続税・事業承継対策の重要性が増しており、貴社にとりまし
ても十分にお役に立てる内容と自信を持っております。

　この機会に是非ご検討いただければ幸いに存じます。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

一 般 贈 与 税 申 告

相 続 税 申 告

特例適用による贈与税申告

（ＨＰ）


